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平成 年 月 日（火）

号外第 号

15 10 28

136

毎週火 金曜日発行･

◇ 衆議院議員総選挙 選挙長及 選挙分会長等 選任（ ）………………………………

衆議院議員総選挙 選挙長及 選挙分会長 事務 行 場所（ ）……………………

衆議院議員総選挙 用 投票用紙 様式（ ）…………………………………………………

衆議院議員総選挙 仮投票用封筒等 押 印（ ）…………………………………

衆議院小選挙区選出議員選挙 各候補者届出政党 政見放送 日時 定

行 日時等（ ）………………………………………………………………………………………

衆議院議員総選挙 選挙公報 掲載文 掲載順序 行 日時等（ ）…………

衆議院比例代表選出議員選挙 名簿届出政党等 名称等 掲示 掲載順序

行 日時等（ ）………………………………………………………………………………………

衆議院議員総選挙 選挙会及 選挙分会 日時等（ ）…………………………………

最高裁判所裁判官国民審査 審査分会長等 選任（ ）…………………………………

最高裁判所裁判官国民審査 審査分会長 事務 行 場所（ ）………………………

最高裁判所裁判官国民審査 用 投票用紙 様式（ ）………………………………………

最高裁判所裁判官国民審査 点字 審査 投票 行 場合 投票用紙 様式（ ）

……………………………………………………………………………………………………………

最高裁判所裁判官国民審査 仮投票用封筒等 押 印（ ）………………………

最高裁判所裁判官国民審査 審査分会 場所等（ ）……………………………………

◇ 衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第 区 候補者届出政党等 届出

選挙立会人 者 人 超 等 行 場所等（ ）……………………

◇ 衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第 区 候補者届出政党等 届出

選挙立会人 者 人 超 等 行 場所等（ ）……………………

◇ 衆議院比例代表選出議員選挙 名簿届出政党等 届出

選挙立会人 者 人 超 行 場所等（ ）………………………

平成 年 月 日執行 衆議院議員総選挙 選挙長及 選挙分会長並 職務 代理 者
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平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 10 28 1362

公職選挙法（昭和 年法律第 号）第 条第 項及 公職選挙法施行令（昭和 年政令第 号）第 条第 項

規定 次 選任 、同令第 条 規定 告示 。

平成 年 月 日

鳥取県選挙管理委員会委員長 中 村 碩 男

衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第 区

（ ） 選挙長 八頭郡八東町大字才代 中村 碩男

（ ） 選挙長 職務代理者 鳥取市秋里 山口 秀樹

衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第 区

（ ） 選挙長 西伯郡淀江町大字淀江 須山 修次

（ ） 選挙長 職務代理者 米子市河崎 大西喜久子

衆議院比例代表選出議員選挙鳥取県分会

（ ） 選挙分会長 八頭郡八東町大字才代 中村 碩男

（ ） 選挙分会長職務代理者 鳥取市秋里 山口 秀樹

平成 年 月 日執行 衆議院議員総選挙 選挙長又 選挙分会長 、次 場所 事務 行

。

平成 年 月 日

鳥取県選挙管理委員会委員長 中 村 碩 男

衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第 区 選挙長

（ ） 平成 年 月 日 鳥取市東町一丁目 鳥取県庁講堂

（ ） 平成 年 月 日以降 鳥取市東町一丁目 鳥取県庁選挙管理委員室

衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第 区 選挙長

米子市糀町一丁目 鳥取県西部総合事務所

衆議院比例代表選出議員選挙 選挙分会長

鳥取市東町一丁目 鳥取県庁選挙管理委員室

平成 年 月 日執行 衆議院議員総選挙 用 投票用紙 様式 次 定 。

平成 年 月 日

鳥取県選挙管理委員会委員長 中 村 碩 男
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第 四 十 三 回 衆 議 院

小 選 挙 区 選 出 議 員 選 挙 投 票

第 四 十 三 回 衆 議 院

小 選 挙 区 選 出 議 員 選 挙 投 票
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第 四 十 三 回 衆 議 院

比 例 代 表 選 出 議 員 選 挙 投 票

第 四 十 三 回 衆 議 院

比 例 代 表 選 出 議 員 選 挙 投 票
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点 字 投 票

（衆議院比例代表選出議員選挙 投票用紙）

平成 年 月 日執行 衆議院議員総選挙 仮投票用封筒、不在者投票用封筒及 郵便又 民間事業者

信書 送達 関 法律（平成 年法律第 号）第 条第 項 規定 一般信書便事業者、同条第 項

規定 特定信書便事業者若 同法第 条第 号 規定 外国信書便事業者 同法第 条第 項

規定 信書便 不在者投票用封筒 押 印 、鳥取県選挙管理委員会 印 、刷込 式 。

平成 年 月 日

鳥取県選挙管理委員会委員長 中 村 碩 男
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鳥取県選挙管理委員会告示第 号

鳥取県選挙管理委員会告示第 号

鳥取県選挙管理委員会告示第 号

69

70
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平成 年 月 日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 各候補者届出政党 政見放送 日時 定

行 日時及 場所 次 定 。

平成 年 月 日

鳥取県選挙管理委員会委員長 中 村 碩 男

日 時 平成 年 月 日 午後 時 分

場 所 鳥取市東町一丁目 鳥取県庁選管理委員室

平成 年 月 日執行 衆議院議員総選挙 公職選挙法（昭和 年法律第 号）第 条第 項 規定

選挙公報 掲載文 掲載順序 行 日時及 場所 鳥取県選挙運動管理規程（昭和 年鳥取県選挙

管理委員会規則第 号）第 条 規定 次 定 、同条 規定 告示 。

平成 年 月 日

鳥取県選挙管理委員会委員長 中 村 碩 男

衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第 区

（ ） 日 時 平成 年 月 日 午後 時 分

（ ） 場 所 鳥取市東町一丁目 鳥取県庁選挙管理委員室

衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第 区

（ ） 日 時 平成 年 月 日 午後 時 分

（ ） 場 所 米子市糀町一丁目 鳥取県西部総合事務所

衆議院比例代表選出議員選挙

（ ） 日 時 平成 年 月 日 午後 時 分

（ ） 場 所 鳥取市東町一丁目 鳥取県庁選挙管理委員室

平成 年 月 日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 公職選挙法（昭和 年法律第 号）第 条第

項 規定 衆議院名簿届出政党等 名称等 掲示 掲載 順序 行 日時及 場所 鳥取県選挙運

動管理規程（昭和 年鳥取県選挙管理委員会規則第 号）第 条第 項 規定 次 定 、同

項 規定 告示 。

平成 年 月 日

鳥取県選挙管理委員会委員長 中 村 碩 男

日 時 平成 年 月 日 午後 時 分

場 所 鳥取市東町一丁目 鳥取県庁選挙管理委員室
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鳥取県選挙管理委員会告示第 号

鳥取県選挙管理委員会告示第 号

鳥取県選挙管理委員会告示第 号

72

73

74

平成 年 月 日執行 衆議院議員総選挙 選挙会及 選挙分会 日時及 場所 次

、公職選挙法（昭和 年法律第 号）第 条 規定 告示 。

平成 年 月 日

鳥取県選挙管理委員会委員長 中 村 碩 男

衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第 区選挙会

（ ） 日 時 平成 年 月 日 午後 時 分

（ ） 場 所 鳥取市東町一丁目 鳥取県庁

衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第 区選挙会

（ ） 日 時 平成 年 月 日 午後 時 分

（ ） 場 所 米子市糀町一丁目 鳥取県西部総合事務所

衆議院比例代表選出議員選挙鳥取県分会

（ ） 日 時 平成 年 月 日 午後 時

（ ） 場 所 鳥取市東町一丁目 鳥取県庁

最高裁判所裁判官国民審査法（昭和 年法律第 号）第 条第 項及 最高裁判所裁判官国民審査法施行令

（昭和 年政令第 号）第 条 準用 公職選挙法施行令（昭和 年政令第 号）第 条第 項 規

定 基 、平成 年 月 日執行 最高裁判所裁判官国民審査 審査分会長及 職務代理者 選任

、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第 条 準用 公職選挙法施行令第 条 規定 告

示 。

平成 年 月 日

鳥取県選挙管理委員会委員長 中 村 碩 男

審査分会長 八頭郡八東町大字才代 中村 碩男

審査分会長 職務代理者 鳥取市秋里 山口 秀樹

平成 年 月 日執行 最高裁判所裁判官国民審査 審査分会長 、鳥取市東町一丁目 鳥取県庁選

挙管理委員室 事務 行 。

平成 年 月 日

鳥取県選挙管理委員会委員長 中 村 碩 男
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鳥取県選挙管理委員会告示第 号

鳥取県選挙管理委員会告示第 号

75

76

最高裁判所裁判官国民審査法（昭和 年法律第 号）第 条第 項 規定 基 、平成 年 月 日執行

最高裁判所裁判官国民審査 用 投票用紙 様式 次 定 。

平成 年 月 日

鳥取県選挙管理委員会委員長 中 村 碩 男

（最高裁判所裁判官国民審査 投票用紙）

備 考

用紙 淡紅色 、文字 黒色 印刷 。

鳥取県選挙管理委員会 印 刷込 式 。

裁判官 名 、中央選挙管理会 告示 従 印刷 。

最高裁判所裁判官国民審査法施行令（昭和 年政令第 号）第 条 規定 基 、平成 年 月 日執行

最高裁判所裁判官国民審査 点字 審査 投票 行 場合 投票用紙 様式 次 定

。

平成 年 月 日

鳥取県選挙管理委員会委員長 中 村 碩 男

22 136 14 15 11

15 10 28

23 122 15 11

15 10 28
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の
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の において による の を う における の を のとおり

める
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点
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委
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会
印

最
高
裁
判
所
裁
判
官

国
民
審
査
投
票

備 考

用紙 淡紅色 、文字 黒色 印刷 。

鳥取県選挙管理委員会 印 刷込 式 。

平成 年 月 日執行 最高裁判所裁判官国民審査 仮投票用封筒、不在者投票用封筒及 郵便又 民

間事業者 信書 送達 関 法律（平成 年法律第 号）第 条第 項 規定 一般信書便事業者、同

条第 項 規定 特定信書便事業者若 同法第 条第 号 規定 外国信書便事業者 同法第 条

第 項 規定 信書便 不在者投票用封筒 押 印 、鳥取県選挙管理委員会 印 、刷込 式

。

平成 年 月 日

鳥取県選挙管理委員会委員長 中 村 碩 男

平成 年 月 日執行 最高裁判所裁判官国民審査 審査分会 場所及 日時 次 、

最高裁判所裁判官国民審査法（昭和 年法律第 号）第 条 準用 公職選挙法（昭和 年法律第

号）第 条 規定 告示 。

平成 年 月 日

鳥取県選挙管理委員会委員長 中 村 碩 男

場 所 鳥取市東町一丁目 鳥取県庁

日 時 平成 年 月 日 午後 時 分
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の は み とする
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に する による に すべき は の とし み と

する

の における の び は のとおりであるので

において する

の により する

鳥取県選挙管理委員会告示第 号

鳥取県選挙管理委員会告示第 号
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15 11

14 99
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22 136 34 25 100

78

15 10 28

220
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衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第 区選挙長告示第 号

衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第 区選挙長告示第 号

衆議院比例代表選出議員選挙鳥取県分会選挙分会長告示第 号

１ １

２ １

１

平成 年 月 日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第 区 候補者届出政党等 届出

選挙立会人 者 人 超 又 同一 政党 他 政治団体 属 候補者 届出 係 選

挙立会人 者 人以上 行 場所及 日時 次 定 、公職選挙法（昭

和 年法律第 号）第 条 準用 同法第 条第 項 規定 告示 。

平成 年 月 日

衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第 区選挙長 中 村 碩 男

場 所 鳥取市東町一丁目 鳥取県庁選挙管理委員室

日 時 平成 年 月 日 午後 時 分

平成 年 月 日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第 区 候補者届出政党等 届出

選挙立会人 者 人 超 又 同一 政党 他 政治団体 属 候補者 届出 係 選

挙立会人 者 人以上 行 場所及 日時 次 定 、公職選挙法（昭

和 年法律第 号）第 条 準用 同法第 条第 項 規定 告示 。

平成 年 月 日

衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第 区選挙長 須 山 修 次

場 所 米子市糀町一丁目 鳥取県西部総合事務所

日 時 平成 年 月 日 午後 時 分

平成 年 月 日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 衆議院名簿届出政党等 届出 選挙立

会人 者 人 超 行 場所及 日時 次 定 、公職選挙法（昭和

年法律第 号）第 条 準用 同法第 条第 項 規定 告示 。

平成 年 月 日

衆議院比例代表選出議員選挙鳥取県分会選挙分会長 中 村 碩 男
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となるべき が を えるときのくじを う び を のとおり めたので

において する の により する

衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第 区選挙長告示

衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第 区選挙長告示

衆議院比例代表選出議員選挙鳥取県分会選挙分会長告示

１

２
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場 所 鳥取市東町一丁目 鳥取県庁選挙管理委員室

日 時 平成 年 月 日 午後 時 分
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